
項番 契約日 件名 契約の相手方 契約金額（円） 指定理由 根拠法令 担当課

1 1月4日 肉筆画の購入
GALERIE　YUHEI
SAKAMOTO

4,037,000
　本件において購入する肉筆画は、指定事業者（販
売者）からの売立があった場合のみ購入できるた
め、指定事業者を指定する。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

文化芸術振
興課

2 1月5日
東武伊勢崎線（とうきょうスカイツ
リー駅付近）連続立体交差事業に係
る詳細設計協議支援業務委託

公益社団法人日本交通
計画協会

13,761,000

　指定事業者は、「平成28年度東武伊勢崎線連続立
体交差事業に係る都市計画事業認可等支援業務委
託」の受託者であり、当該事業のベースとなる詳細
設計協議図書を作成し、細かな検討過程やデータを
把握している。
　本業務は、細かな検討過程やデータを把握し、当
該成果も踏まえた上で、詳細設計協議支援業務を遂
行する必要があるため、本業務を円滑かつ確実に履
行することができるのは指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

立体化推進
課

3 1月5日
指定道路調書等整備事業に係る修正
等業務委託

東日本総合計画株式会
社　首都圏支店

935,000

　指定事業者は、平成23年度から本業務を受託して
いる。過年度において作成した指定道路図等に、そ
の後の現地調査結果及び新たな指定等に基づくデー
タの追加・修正・調整等を行い、かつ、整合性を保
ちつつ更新・調整を行うことができるのは、これま
での各データの内容を熟知している指定事業者のみ
である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

建築指導課

4 1月5日
出産・子育て応援交付金事業実施に
伴うすみだ健康情報システム改修委
託

日本コンピューター株
式会社　東京営業所

726,000
　指定事業者は、墨田区で運用している当該システ
ムの開発元であり、著作権上の理由から、本業務を
履行することができるのは指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

本所保健セ
ンター

5 1月6日
出産・子育て応援交付金給付事業の
実施に関する業務委託

東武トップツアーズ株
式会社　押上支店

34,986,648

　国は総合経済対策の一環として、伴走型相談の充
実と経済的支援の取組を一体として実施する「出
産・子育て応援交付金」を創設し、各自治体に可能
な限り年度内に開始するよう求めている。
　本区においては、令和5年1月10日から本事業を開
始し、全ての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子
育てができる体制を整備するため、確実に業務を履
行することができる事業者を早期に選定する必要が
あり、競争入札を行う時間的余裕がない。
　指定事業者は、本業務を遂行できる体制を指定す
る日までに整備することができるため、本業務を迅
速かつ確実に履行することができる唯一の事業者で
ある。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第5号

本所保健セ
ンター

6 1月10日
八広幼稚園エレベーター保守点検委
託

日本オーチス・エレ
ベータ株式会社　東日
本支社

1か月あたり＠
73,150

　指定事業者は、本件の保守対象であるエレベー
ターの設置業者であり、点検に使用する機材・消耗
品等は、他社製品と互換性がなく、指定事業者以外
は調達できない。
　また、指定事業者は、本委託内容であるエレベー
ターの24時間常時監視(遠隔保守監視)を履行するこ
とができる唯一の事業者である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

庶務課

令和5年1月　随意契約一覧（物品・委託契約）
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項番 契約日 件名 契約の相手方 契約金額（円） 指定理由 根拠法令 担当課

7 1月10日
出産・子育て応援交付金給付事業実
施に伴う補助業務委託

トッパン・フォームズ
株式会社　管理本部

2,349,490

　本件は、国が各自治体に可能な限り年度内に開始
するよう求めている、伴走型相談の充実と経済的支
援の取組を一体として行う出産・子育て応援交付金
事業を実施するに当たり、必要不可欠であり、競争
入札を行う時間的余裕がない。
　指定事業者は、類似の補助業務委託の受託者であ
り、本区の状況に精通し、かつ、本業務を遂行でき
る体制を指定する日までに整備することができるた
め、本業務を履行することができる唯一の事業者で
ある。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第5号

本所保健セ
ンター

8 1月10日
すみだモダン発表及びプロモーショ
ンの企画運営等業務委託

有限会社セメントプロ
デュースデザイン

2,870,010

　すみだモダンブランド認証商品を広く区内外に周
知するイベントを実施するに当たり、区内事業者と
の綿密な連携及び調整が必要である。区が新たなも
のづくりや連携を創出する場として、「新ものづく
り創出拠点」を区内に設置している中で、指定事業
者は、同拠点の中では唯一店舗を有しており、指定
する時期に発表及び商品展示の場を提供できる唯一
の事業者である。また、「すみだモダンブランド認
証商品」をはじめ区内産品を取り扱っていることか
ら、同商品やすみだの地域特性を熟知しており、か
つ、区内産品のＰＲ活動等を通じて培った人脈を有
していることから、本業務を効率的に履行すること
ができるのは、指定事業者以外にいない。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

産業振興課

9 1月10日
投票用紙自動交付機の保守点検委託
（区議会議員及び区長選挙）

株式会社ムサシ　東京
第一支店

594,000

　本区が所有している投票用紙自動交付機は、すべ
て指定事業者製のため、当該機器の消耗品交換や
メーカー修繕に迅速に対応できるのは、指定事業者
のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

選挙管理委
員会事務局

10 1月11日
墨田児童会館学童クラブ旧向島中分
室開設に伴う準備業務委託

社会福祉法人雲柱社 483,061

　児童館学童クラブ分室を整備した場合は、本館児
童館の指定管理者に運営を委託し、本館と連携した
一体的な児童育成を行うこととしている。
　指定事業者は、墨田児童会館の指定管理者であ
り、本業務を履行することができる唯一の事業者で
ある。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

子育て政策
課

11 1月11日
外手児童館学童クラブ錦中分室開設
に伴う準備業務委託

社会福祉法人雲柱社 500,000

　児童館学童クラブ分室を整備した場合は、本館児
童館の指定管理者に運営を委託し、本館と連携した
一体的な児童育成を行うこととしている。
　指定事業者は、外手児童館の指定管理者であり、
本業務を履行することができる唯一の事業者であ
る。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

子育て政策
課

12 1月11日
さくら橋コミュニティセンター学童
クラブ小梅第二分室開設に伴う準備
業務委託

社会福祉法人雲柱社 489,243

　児童館学童クラブ分室を整備した場合は、本館児
童館の指定管理者に運営を委託し、本館と連携した
一体的な児童育成を行うこととしている。
　指定事業者は、さくら橋コミュニティセンターの
指定管理者であり、本業務を履行することができる
唯一の事業者である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

子育て政策
課
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項番 契約日 件名 契約の相手方 契約金額（円） 指定理由 根拠法令 担当課

13 1月11日
さくら橋コミュニティセンター学童
クラブ言問第二分室開設に伴う準備
業務委託

社会福祉法人雲柱社 489,243

　児童館学童クラブ分室を整備した場合は、本館児
童館の指定管理者に運営を委託し、本館と連携した
一体的な児童育成を行うこととしている。
　指定事業者は、さくら橋コミュニティセンターの
指定管理者であり、本業務を履行することができる
唯一の事業者である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

子育て政策
課

14 1月11日
母子事業Ｗｅｂシステム構築業務委
託

株式会社両備システム
ズ

6,039,000

　本件は、国が各自治体に可能な限り年度内に開始
するよう求めている、伴走型相談の充実と経済的支
援の取組を一体として行う出産・子育て応援交付金
事業を実施するに当たり、必要不可欠である。
　指定事業者は、限られた期間内に当該システムを
構築することができ、かつ、本区の求める仕様を全
て満たすたことができるため、指定事業者を指定す
る。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第5号

本所保健セ
ンター

15 1月11日
すみだリバーサイドホール（イベン
トホール）でのイントラネット端末
利用に係る環境構築作業委託

ＮＥＣフィールディン
グ株式会社　東日本営
業本部東京第一営業部

627,000

　指定事業者は、現在の本区のネットワーク環境の
設計・構築・運用保守を行っており、当該ネット
ワーク環境の設定情報や機器類の構成を把握してい
る。セキュリティ確保の観点から、当該ネットワー
ク環境の設定情報等については、指定事業者以外に
は開示しないため、本業務を履行することができる
のは指定事業者以外にいない。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

ＩＣＴ推進
担当

16 1月11日 防災行政無線再免許申請委託

株式会社ＨＹＳエンジ
ニアリングサービス
フィールドサービス本
部

640,000

　本区の防災行政無線設備は、株式会社日立国際電
気により設置されたものであり、指定事業者は同社
の無線設備の保守点検、各種工事等の施工を専門に
行う系列会社である。本業務は、無線通信業務につ
いて高度な知識・技術の習得が必要であり、機器構
造、設置状態、作動状況を熟知していなければ申請
手続が困難となるため、本業務を履行することがで
きるのは、指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

防災課

17 1月12日
錦糸町駅北口交通広場モニュメント
点検委託

株式会社コトブキ 1,087,900

　本件は、点検対象であるモニュメントの特殊な構
造から、高度な専門的技術が必要であり、受託者は
その特性、構造等を熟知している必要がある。した
がって、本業務を効果的かつ効率的に履行すること
ができるのは、本モニュメントの設計、施工及び設
置業者である指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

道路公園課

18 1月12日
東向島児童館学童クラブ一寺言問分
室開設に伴う準備業務委託

一般財団法人本所賀川
記念館

495,602

　児童館学童クラブ分室を整備した場合は、本館児
童館の指定管理者に運営を委託し、本館と連携した
一体的な児童育成を行うこととしている。
　指定事業者は、東向島児童館の指定管理者であ
り、本業務を履行することができる唯一の事業者で
ある。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

子育て政策
課

19 1月12日
東向島児童館学童クラブ曳舟第二分
室開設に伴う準備業務委託

一般財団法人本所賀川
記念館

495,602

　児童館学童クラブ分室を整備した場合は、本館児
童館の指定管理者に運営を委託し、本館と連携した
一体的な児童育成を行うこととしている。
　指定事業者は、東向島児童館の指定管理者であ
り、本業務を履行することができる唯一の事業者で
ある。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

子育て政策
課
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項番 契約日 件名 契約の相手方 契約金額（円） 指定理由 根拠法令 担当課

20 1月12日
柳島学童クラブ開設に伴う準備業務
委託

株式会社明日葉 500,000

　指定事業者は、近隣の横川コミュニティ会館（学
童クラブ含む。）の指定管理者であり、学童クラブ
の設置場所である柳島小学校と地理的に近く、当該
地域の児童の実態把握に精通していることから、本
業務を効果的かつ効率的に履行することができる唯
一の事業者である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

子育て政策
課

21 1月13日
八広はなみずき児童館学童クラブ八
広中央分室開設に伴う準備業務委託

特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

409,702

　児童館学童クラブ分室を整備した場合は、本館児
童館の指定管理者に運営を委託し、本館と連携した
一体的な児童育成を行うこととしている。
　指定事業者は、八広はなみずき児童館の指定管理
者であり、本業務を履行することができる唯一の事
業者である。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

子育て政策
課

22 1月13日
立花児童館学童クラブ立吾小分室開
設に伴う準備業務委託

特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

407,166

　児童館学童クラブ分室を整備した場合は、本館児
童館の指定管理者に運営を委託し、本館と連携した
一体的な児童育成を行うこととしている。
　指定事業者は、立花児童館の指定管理者であり、
本業務を履行することができる唯一の事業者であ
る。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

子育て政策
課

23 1月13日
自書式投票用紙読取分類機等の点検
等委託（区議会議員及び区長選挙）

株式会社ムサシ　東京
第一支店

831,006

　本区が所有している読取分類機は、すべて指定事
業者製のため、当該機器の消耗品交換やメーカー修
繕に迅速に対応できるのは、指定事業者のみであ
る。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

選挙管理委
員会事務局

24 1月16日
マイナンバーカード交付予約システ
ム導入に係るＬＧＷＡＮ側ＦＷ設定
変更委託

ＮＥＣフィールディン
グ株式会社　東日本営
業本部東京第一営業部

3,343,956

　指定事業者は、現在の本区のネットワーク環境の
設計・構築・運用保守を行っており、当該ネット
ワーク環境の設定情報や機器類の構成を把握してい
る。セキュリティ確保の観点から、当該ネットワー
ク環境の設定情報等については、指定事業者以外に
は開示しないため、本業務を履行することができる
のは指定事業者以外にいない。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

窓口課

25 1月16日
校務支援システムに係る進路・保健
機能等カスタマイズ作業委託

日本電気株式会社　首
都圏支社

17,842,000
　指定事業者は、墨田区で運用している当該システ
ムの開発元であり、著作権上の理由から、本業務を
履行することができるのは指定事業者のみである。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

庶務課

26 1月26日 がん検診パンフレットの印刷
株式会社社会保険出版
社

2,446,345

【物品】
　健康診査事業でも指定事業者のパンフレットを使
用しており、効果的にがん検診と健康診査のＰＲを
行うためには、文書表現やイラスト、デザイン等を
統一する必要があり、他に適したパンフレットは本
製品以外にない。
【業者】
　パンフレットの版権は指定事業者が保有してお
り、他事業者では同内容のパンフレットを作成する
ことができない。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

保健計画課
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